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当金庫は SDGs を推進しています。 
本件に関連する SDGs 

２０２５年６月２０日 

 

 

カードローン「きゃっする５００」等の商品改定について 

 

 

 

 

 
 

 

記 

１．改定日 

   ２０２５年７月１日（火） 

 

 ２．改定内容 

（１）商品名の改定 対象商品：「きゃっする５００」 

   改定前：きゃっする５００ 

   改定後：きゃっするプレミア 

（２）申込対象者の改定 対象商品：「きゃっする５００」 

   改定前：申込時年齢 満２０歳以上６５歳以下の安定した収入のある方 

   改定後：申込時年齢 満２０歳以上６９歳以下の安定した収入のある方 

（３）最終の新規貸越期限の改定 

   対象商品：「きゃっする５００」、「きゃっする CL」、「いわしんきゃっする」、「エコきゃっする」 

   改定前：満６６歳の誕生日の属する月末まで 

   改定後：満７０歳の誕生日の属する月末まで 

（４）契約極度額および借入利率の改定 対象商品：「きゃっする５００」 

   改定前： 

契約極度額 借入利率（年） 

５０万円～１００万円 １４．０％ 

１１０万円～２００万円 １２．０％ 

２１０万円～３００万円 ９．８％ 

３１０万円～４００万円 ７．５％ 

４１０万円～５００万円 ５．８％ 

 改定後： 

契約極度額 借入利率（年） 

５０万円～１００万円 １４．０％ 

１１０万円～２００万円 １２．０％ 

２１０万円～３００万円 ９．８％ 

３１０万円～４００万円 ７．５％ 

４１０万円～５００万円 ５．８％ 

５１０万円～７００万円 ４．８％ 

７１０万円～８９０万円 ３．８％ 

９００万円 １．８％ 

 

平素より浜松いわた信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて、当金庫では２０２５年７月１日（火）より標記商品を改定いたしますのでお知らせいたします。 

 なお、今回の改定は、以前からご契約いただいているお客様につきましても適用されますので、あらかじめ 

ご了承ください。 
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４．カードローン契約規程の改定 【第２条第３項 新規貸越期限】 

   改定前：新規貸越期限は、借主の満６６歳の誕生日の属する月末までとし（以下、略） 

   改定後：新規貸越期限は、借主の満７０歳の誕生日の属する月末までとし（以下、略） 

 

５．カードローン契約規程の改定 【第６条 定例返済】 

  改定前： 

借主は、毎月の約定返済日（金庫の休日の場合は翌営業日）に、当該約定返済日の前日の貸越元金残に応じ、 

次に定める金額を返済します。 

約定返済日の前日の貸越元金残高 
約定返済額（損害額、貸越金利息、貸越元金のうち、 

返済に充当される金額の合計額） 

５千円以下 ご利用残高 

５千円超３０万円以下 ５千円 

３０万円超５０万円以下 １０千円 

５０万円超７０万円以下 １５千円 

７０万円超１００万円以下 ２０千円 

１００万円超２００万円以下 ３０千円 

２００万円超３００万円以下 ４０千円 

３００万円超５００万円以下 ５０千円 

 改定後： 

借主は、毎月の約定返済日（金庫の休日の場合は翌営業日）に、当該約定返済日の前日の貸越元金残に応じ、 

次に定める金額を返済します。 

約定返済日の前日の貸越元金残高 
約定返済額（損害額、貸越金利息、貸越元金のうち、 

返済に充当される金額の合計額） 

５千円以下 ご利用残高 

５千円超３０万円以下 ５千円 

３０万円超５０万円以下 １０千円 

５０万円超７０万円以下 １５千円 

７０万円超１００万円以下 ２０千円 

１００万円超２００万円以下 ３０千円 

２００万円超３００万円以下 ４０千円 

３００万円超５００万円以下 ５０千円 

５００万円超９００万円以下 ６０千円 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

営業統括部お客様サービス課 

TEL：０１２０-３０７-８０４ 

（平日 9：00～17：00） 


